
 

 

            

 

 

 
 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理ついて（水産仲卸） 
 

 

 

食品衛生法が改正され、すべての食品事業者は HACCP に沿っ
た衛生管理の実施が求められることになりました。 
卸売市場の水産仲卸業の皆さんは、令和２年度から「HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理」を実施することが必要です。 
やらなくてはいけないことは以下の３ステップです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 作成するのは衛生管理計画と実施記録表といわれても、実際に作ることが

難しい、大変と考えていらっしゃる方は、「HACCP の考え方を取り入れた

衛生管理のための手引書」の衛生管理計画の作成例（P.26（実例は P.12

にあります。））、衛生管理の実施記録例（P.27）を参考に作成して下さい。 

 作成にあたっては、保健所職員に声をかけていただくか、お電話で連絡等

いただければ、個別に計画の作成や記録の仕方などご相談に応じます。 

 不明な事項等があれば、お問い合わせください。 

 

千葉市保健所 食品安全課 
電話：２３８－９９５９ 

令和元年度 第２号 

令和元年１２月２５日発行 

 



 

衛生管理計画の作成例（手引書 P.12 の抜粋） 

 

衛生管理の実施記録例（手引書 P.25 の抜粋） 

 

 以上示した事項は、10 月実施の HACCP プラン作成会で皆様が管理の

頻度などを実際に記述した計画です。必要事項を記入の上、そのまま衛生管

理計画として、綴っておくのも一例です。 
 

千葉市保健所食品安全課 市場・食鳥監視室 
０４３－２３８－９９５９（平日：午前８時３０分から１７時３０分） 


